
ヒッツFMで「声の広報たかやま」を放送しています。1日と15日の午前6時～7時・午後10時～11時 4
2020.11.１

　市では、飛驒の匠の心と優れた技
術の継承を支援するため、産業の活
性化や後継者育成などに取り組む技
能者を「飛驒高山の名匠」として認
定しています。
　令和2年度認定候補者を募集しま
すので、ぜひご応募ください。なお、
認定制度の詳細については、市 HP
をご覧ください。

昨年度の認定証交付式のようす
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認定候補者を募集します

無料可燃ごみ処理券を追加配付
　高齢者や障がい者の介護や、子どもの養育のため紙おむつを使用している世帯・ストマ用装具を使用している世
帯に「可燃ごみ処理券」を追加配付しています。希望される方は窓口で手続きをしてください。

おむつまたはストマ用装具使用者（要介護高齢者および障がい者世帯、子育て世帯）のみなさんへ

支援区分
内容 高齢者 障がい者 子ども

対象世帯 紙おむつを常時使用している
高齢者がいる世帯

紙おむつを使用している
65歳未満の障がい者が

いる世帯

ストマ用装具を
使用している方が
いる世帯

紙おむつを使用
している子どもが
いる世帯

配付条件 年度初めに配付された一般家庭用の可燃ごみ処理券を使いきっていること
追加配付回数
※紙おむつ使用者
1人につき

年間2回を限度
※2回目の追加配付には、1回目の追加配付のごみ処理券を使いきっていることが条件

年間1回

配付数量 1回につき20枚（2シート） ※年間2回で40枚が限度 20枚（2シート）

必要書類
申請書（※おむつを使用していることの証明が必要） 申請書、 身体障害者手帳 申請書

※申請書は下記の窓口にあります

手続き

申請書におむつを使用していることの
証明（民生児童委員、ケアマネジャー
または、地域包括支援センター職員の
署名・押印）のほか、必要事項を記入の
うえ提出

申請書におむつを使用して
いることの証明（市職員、関
係機関の署名・押印）のほか、
必要事項を記入のうえ提出

申請書に必要事項を記入
のうえ、身体障害者手帳
を提示して提出

申請書に必要事項を
記入のうえ提出

窓口
高年介護課  ☎57-5200 福祉課  ☎35-3356 子育て支援課  

☎35-3140
※各支所地域振興課でも申請できます


